
　
　

鈴鹿市津波避難施設整備事業の流れ

　※ 補助申請における各申請書の添付書類は，写しでも構いません。

　

事業計画承認申請書（第１号様式） （所有者⇒市）
①施設の所在地，所有者を証明する書類（登記事項証明書等）

②新耐震設計基準の適合を証明する書類（建築確認済証等）

③津波に対する安全性が確認できる書類（要領第２条第５号アに規定する鉄筋コンクリート造，鉄骨

鉄筋コンクリート造及び津波浸水予測区域における施設の津波浸水深さが１ｍ未満に立地する鉄

骨造の施設，並びに指定津波避難ビルは不要）

④避難場所としての使用部分及びその避難経路，補助対象事業等の内容が確認できる施設図書

（位置図，配置図，平面図，立面図，断面図，構造図，仕様書等）

⑤補助対象事業に要する経費の見積書 （補助対象部分とその他の部分の積算内訳が分かるもの）

事業計画承認通知 （市⇒所有者） 事業計画不承認通知 （市⇒所有者）

事業計画変更・中止承認申請書（第４号様式） （所有者⇒市）
①補助対象事業の計画の変更内容を示した図書

（配置図，平面図，立面図，断面図，構造図，仕様書，見積書等）

※中止の場合は添付書類不要

事業計画変更・中止承認通知 （市⇒所有者）

事業完了報告兼補助金交付申請書（第６号様式） （所有者⇒市）
①補助対象事業に係る工事請負契約書（変更契約書共），

工事明細書（補助対象部分とその他の部分の積算内訳が分かるもの）

②補助対象事業に要する経費の請求書又は支払いを証明する書類（領収書等）

③補助対象事業の工事内容が分かる写真（工事着手前，工事施工中，工事完了後の写真）

④建築確認申請が必要な補助対象事業の場合は，建築確認済証又は検査済証

事業補助金交付請求書（第８号様式） （所有者⇒市）

交付決定通知 （市⇒所有者）
交付の条件等

①補助金の交付決定を受けた日から起算して９０日を経過した日までに市長と協定を締結すること

②協定締結の日から１０年以上津波避難施設として使用すること

③善良な管理者の注意をもって津波避難施設の機能を維持し，

避難を妨げるような改造，運用などはしないこと

補助金の交付 （市⇒所有者）

津波発生時における緊急避難施設としての使用に関する協定書 （市長，所有者，管理者の３者協定）

協定締結の日から１０年以上津波避難施設として使用すること

市が津波避難施設の候補施設の調査・選定 （ 所有者・管理者と協議・承諾）

津波避難施設の指定と協定締結の申し出（所有者・管理者）

工事契約・着工 （ 所有者・工事施工

工事完成 （工事施工者）

鈴鹿市津波避難施設

指定基準

鈴鹿市津波避難施設整備事業補助金交付要領

補助金を活用する
補助金を活用しない

事業の変更や中止の場合

※補助金の交付決定を受けた日から起算して９０日を経過した日までに市長と協定を締結

※必ず事業計画承認通知を受けてから，工事契約・着工してください。

※要領第２条第５号イに規定する津波避難施設は，国の補助金交付決定

の状況により承認通知が遅れる場合があります。

※要領第２条第５号イに規定する津波避難施設は，事業計画承認申請をした

年度の３月１日までに事業完了報告兼補助金交付申請をしてください。


